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障害基礎年金の子加算の運

用の見直しと児童扶養手当

との関係について

このたびの法律改正により、

障害基礎年金の子加算の範囲が

拡大されることで、併せて障害

基礎年金の子加算と児童扶養手

当との関係についても見直しが

行われます。

障害基礎年金の子加算と児童

扶養手当の金額を比較し、金額

の有利な方を選択、変更するこ

とができるようになります。

○変更可能な場合

両親の一方が児童扶養手当法

施行令で定める障害（国民年金

または厚生年金保険法１級相

当）の状態にあることで配偶者

に支給される児童扶養手当と、

障害基礎年金の子加算で受給変

更が可能となります。

×変更不可な場合

母子世帯や父子世帯の方は、

児童扶養手当と障害基礎年金の

両方を受給することはできませ

ん。よって子加算と児童扶養手

当の受給変更はできません。
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障害年金の子加算と、児童

扶養手当の金額の調整が

できるのは、夫婦と子がい

る世帯なんだね！

詳しくは下記の照会先までお問い合わせください。
【障害年金加算改善法について】
　・コザ年金事務所
　　☎９３３－３４３９
　・うるま市役所市民課　年金係　
　　☎９７３－５４９８
【児童扶養手当額や児童扶養手当制度について】
　・うるま市役所　児童家庭課
　　☎９７３－４９８３

※ご注意ください！
配偶者加算は障害厚生年金受給の方が対象の制度です。

障害基礎年金受給の方には配偶者加算はありません（子の加算

のみ）。

《子の加算が行われる具体例》
平成23年3月まで

平成23年4月から

障害年金受給者 障害年金受給者

障害年金受給者
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